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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
今
後
の
老
人
医
療
費
の
伸
び
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
今
後
の
老
人
医
療
費
の
伸
び
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
す
る
際
に
行
っ
た
試
算
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年

の
診
療
報
酬
改
定
や
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
平
成
二
十
七
年
度
の
七

十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
等
の
老
人
医
療
費
（
以
下
「
老
人
医
療
費
」
と
い
う
。
）
は
平
成
二
十
年
度
に
比
べ
四
十
四
パ
ー
セ

ン
ト
増
加
、
平
成
二
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
う
ち
老
人
医
療
費
を
除
く
医
療
費
は
平
成
二
十
年
度
に
比
べ
十
六
パ
ー
セ

ン
ト
増
加
す
る
と
試
算
し
て
お
り
、
平
成
十
八
年
の
診
療
報
酬
改
定
や
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改

正
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
平
成
二
十
七
年
度
の
老
人
医
療
費
は
平
成
二
十
年
度
に
比
べ
五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
、

平
成
二
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
う
ち
老
人
医
療
費
を
除
く
医
療
費
は
平
成
二
十
年
度
に
比
べ
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
す

る
と
試
算
し
て
い
る
。

な
お
、
給
付
費
の
財
政
負
担
の
構
成
に
つ
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
老
人
保
健
制
度
に
戻
し
た
場
合
の
老
人
医
療

費
の
伸
び
へ
の
影
響
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
〇
一
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
医
療
費
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
時
点
で
は
お

尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


